
平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

第
六
条
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
五
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
二
十
六
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
指
定

権
利
」
を
「
特
定
権
利
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
七
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
第
七
条

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
、「
第
七
条
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
に
改
め

る
。第

九
条
中
「
第
二
十
六
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
二
十
六
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
七
項
第
二
号
」
に
、「
第
二
十
二
条
第
一
号
」を「
第

二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
、「
な
か
つ
た
も
の
」
の
下
に
「
及
び
当
該
取
引
の
あ
つ
た
日
以

後
に
お
い
て
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
」を
加
え
、

「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
ロ
」
の
下
に
「
並
び
に
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
号
」
を「
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
」

に
、「
第
五
十
八
条
の
十
二
第
二
号
」
を
「
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
第
三
号
中
「
当
該
商
品
」
の
下
に
「
、
特
定
権
利
（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
六
十
六
条
第
六
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
中
「
第
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
中
「
第
六
十
八
条
第
八
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四

項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
の
表
第
七
号
中
「
第
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護

の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
中
「
第
六
十
条
第

二
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
第
五
十
六
条
の
三
第
四
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
、
第
五
十
七
条

第
四
項
」
に
改
め
、「
若
し
く
は
第
二
項
」
及
び
「
、
第
五
十
七
条
の
四
、
第
五
十
七
条
の
五
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七

月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

山
本

公
一

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
七
十
三
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
務
大
臣

金
田

勝
年

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

山
本

早
苗

政
令
第
百
七
十
四
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
並
び
に
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
、
第
八
条
の

二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
、
第
六
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
二
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
、
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二

項
第
二
号
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
第
二
項
、
第
六
十
八
条
並
び
に
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を「（
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
権
利
）」に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
四
項
の

指
定
権
利
」
を
「
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
権
利
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
三
条
の
三

法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
使
用
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一

営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者

二

法
第
八
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た

業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）



第
十
七
条
の
二
の
表
の
上
欄
中
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
」
を
「
販
売
業
者
等
（
法
第
六

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
表
の
下
欄
中
「
法

第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

販
売
業
者
等
の
子
法
人
等
、

販
売
業
者
等
を
子
法
人
等
と

す
る
親
法
人
等
、
販
売
業
者

等
を
子
法
人
等
と
す
る
親
法

人
等
の
子
法
人
等
（
当
該
販

売
業
者
等
、
当
該
販
売
業
者

等
の
子
法
人
等
及
び
当
該
販

売
業
者
等
を
子
法
人
等
と
す

る
親
法
人
等
を
除
く
。）又
は

販
売
業
者
等
の
関
連
法
人
等

そ
の
者
に
よ
る
当
該
販
売
業
者
等
が
行
う
特
定
商
取
引
に
係
る
業
務
に
対
す
る

指
示
、
協
力
そ
の
他
の
関
与
に
関
す
る
事
項

備
考一

「
親
法
人
等
」
と
は
、
他
の
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
意
思
決
定
機
関
」
と
い
う
。）を
支
配
し
て
い
る
法

人
等
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、「
子
法
人
等
」
と
は
、
親
法
人
等
に
よ
り
そ
の
意
思
決
定

機
関
を
支
配
さ
れ
て
い
る
他
の
法
人
等
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
親
法
人
等
及
び
子
法
人
等
又
は

子
法
人
等
が
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
は
、
そ

の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
と
み
な
す
。

二

「
関
連
法
人
等
」
と
は
、
法
人
等
が
出
資
、
取
締
役
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
役
職
へ
の
当
該
法
人
等
の

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
の
就
任
、
融
資
、
債
務
の
保
証
若
し
く

は
担
保
の
提
供
、
技
術
の
提
供
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
取
引
等
を
通
じ
て
、
財
務
及
び
営
業
又

は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
法
人
等
（
子
法
人
等
を
除

く
。）と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

別
表
第
四
の
一
の
項
中
「
行
う
こ
と
」
の
下
に「（
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
中
六
の
項
を

七
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
中
「
四
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
の
四
の
項
と
し
、
同
表
中
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二

人
の
皮
膚
を
清
潔
に
し
若
し
く
は
美
化
し
、
体
型
を

整
え
、
体
重
を
減
じ
、
又
は
歯
牙
を
漂
白
す
る
た
め
の

医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
を
行
う
こ
と

（
美
容
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）。

一
月

五
万
円
又
は
契
約
残
額
の

百
分
の
二
十
に
相
当
す
る

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

二
万
円

平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
三
十
九
条
」
を
「
か
ら
第
三
十
九
条

の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
四
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
四
十
七
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
五
十
七
条
、」を
「
か
ら
第
五
十
七

条
の
二
ま
で
及
び
」
に
、「
及
び
第
五
十
八
条
の
十
三
」
を
「
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
三
の
二
ま
で
」
に
、「
並
び
に
第
六

十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
及
び
第
四
項
」
を

「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
及
び
第
十
五
条
」

を
「
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
」
に
、「
並
び
に
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
六

項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第
六
十
六
条
第

一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条

の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
、
第
七
条
、
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
」
に
、

「
、
第
十
五
条
」
を
「
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
三
条
の

二
ま
で
」
に
、「
、
第
三
十
九
条
」
を
「
か
ら
第
三
十
九
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
四
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
四
十
七
条

の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
五
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
七
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
五
十
八
条
の
十
三
又
は
」
を
「
か

ら
第
五
十
八
条
の
十
三
の
二
ま
で
、」に
、「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
、
第
六

十
六
条
の
二
又
は
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
七
条
、
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第
六
十
六
条
第
一

項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の

五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
、
第
十
五
条
」
を
「
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第

六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に

第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第

二
十
三
条
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の

下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
、
第
五
十

八
条
の
十
三
」
を
「
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
三
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第

一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
第
七
条
、
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
三
十
九
条
」を「
か

ら
第
三
十
九
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
四
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
四
十
七
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
五
十
七
条
」を「
か

ら
第
五
十
七
条
の
二
ま
で
」
に
、「
、
第
五
十
八
条
の
十
三
」
を
「
か
ら
第
五
十
八
条
の
十
三
の
二
ま
で
」
に
、「
並
び
に

第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
及
び
第
四
項
」

を
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中「
、
第
十
五
条
」

を
「
か
ら
第
十
五
条
の
二
ま
で
」
に
、「
並
び
に
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
六

項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
」
に
、「
及
び
第

六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
六
十
六
条
の
二
並
び
に

第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役
務
の
提
供
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ホ

に
規
定
す
る
認
可
特
定
保
険
業
者
が
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険

業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
又
は
業
務
と
し
て
行
う
商

品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
四
号
中
「
商
品
の
」
を
削
り
、
同
表
第
五
号
中
「
同
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
信
用
格

付
業
に
係
る
」
を
加
え
、「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の
販
売
若
し
く
は
」

に
、「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
特
定
権
利
の

販
売
又
は
」
に
改
め
、「
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
」
を
加
え
、同
表
第
七
号
、

第
八
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
九
号
中
「
商
品
の
」
を
削
り
、同
表
第
三
十
九
号
中「
規

定
す
る
商
品
の
」
を
「
規
定
す
る
」
に
、「
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
商
品
の
」
を
「
規
定
す
る
業
務
と
し
て
行
う
」

に
改
め
、
同
表
第
四
十
号
中
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に

「
特
定
権
利
の
販
売
又
は
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十
四
号
及
び
第
四
十
七
号
中
「
商
品
の
」
を
削
る
。

別
表
第
五
第
四
号
中
「
別
表
第
四
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
四
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、

同
表
第
三
号
中
「
別
表
第
四
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
四
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
磁
気
的
方
法
又
は
光
学

的
方
法
」
を
「
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
中
「
別
表
第
四
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
」
を
「
別
表
第
四
の
三
の

項
か
ら
五
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
磁
気
的
方
法
又
は
光
学
的
方
法
」
を
「
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ

の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

別
表
第
四
の
二
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に
限
る
。）で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る

も
の

ロ

化
粧
品
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ハ

マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
（
歯
牙
の
漂
白
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）及
び
歯
牙
の
漂
白
剤

ニ

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
二
項
の
医
薬
部
外
品
を
い
う
。）で
あ
つ
て
、
美
容
を
目
的
と
す
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い

う
。）第
八
条
第
二
号
の
規
定
は
、
店
舗
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
が
、
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
お

け
る
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
す
る
取
引
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
訪
問
前
取
引
」
と

い
う
。）の
あ
っ
た
顧
客
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約
の

申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供
で
あ
っ
て
、
当
該
訪
問
前
取
引
が
こ
の
政

令
の
施
行
後
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
訪
問
前
取
引
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
令
第
八
条
第
三
号
の
規
定
は
、
店
舗
販
売
業
者
以
外
の
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の
役
務
提

供
事
業
者
が
、
訪
問
前
取
引
が
二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
に
対
し
て
そ
の
住
居

を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を

締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供
で
あ
っ
て
、
当
該
二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
訪
問
前
取
引
が
い
ず
れ
も
こ
の
政
令

の
施
行
後
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
訪
問
前
取
引
の
い
ず
れ
か
が
こ

の
政
令
の
施
行
前
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
令
第
十
条
の
規
定
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
、
当
該
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
お
け
る
当
該
販
売

又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
す
る
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勧
誘
前
取
引
」
と
い
う
。）が
二
以
上
あ
っ
た

継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
に
対
し
て
電
話
を
か
け
、
そ
の
電
話
に
お
い
て
行
う
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
よ
り
、
当
該
売
買
契
約
の
申
込
み
を
郵
便
等（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律（
以
下「
法
」

と
い
う
。）第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
受
け
、
若
し
く
は

当
該
売
買
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り
締
結
し
て
行
う
販
売
又
は
当
該
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
郵
便
等
に
よ
り
受

け
、
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供
で
あ
っ
て
、
当
該
二
以
上
の
勧

誘
前
取
引
が
い
ず
れ
も
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
二
以
上
の
勧
誘
前
取
引
の
い

ず
れ
か
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
令
第
十
六
条
の
三
第
二
号
の
規
定
は
、
店
舗
購
入
業
者
が
、
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
お
け
る
当
該
購
入
の

事
業
に
関
す
る
取
引
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
訪
問
前
購
入
取
引
」
と
い
う
。）の
あ
っ
た
顧
客
に
対
し

て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入
で
あ
っ
て
、
当
該
訪
問
前
購
入
取
引
が
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
あ
っ
た
も
の
に

つ
い
て
適
用
し
、
当
該
訪
問
前
購
入
取
引
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５

新
令
第
十
六
条
の
三
第
三
号
の
規
定
は
、
店
舗
購
入
業
者
以
外
の
購
入
業
者
が
、
訪
問
前
購
入
取
引
が
二
以
上
の

訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入
で
あ
っ
て
、
当
該

二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
訪
問
前
購
入
取
引
が
い
ず
れ
も
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用

し
、
当
該
二
以
上
の
訪
問
に
つ
き
あ
っ
た
訪
問
前
購
入
取
引
の
い
ず
れ
か
が
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
あ
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
か
ら
第
四
十
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
新
令
別
表
第
四
の
二
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
つ
き
締
結
さ
れ
た
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約

（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
を
い
う
。）又
は
当
該
特
定
継
続
的
役
務

の
提
供
を
受
け
る
権
利
に
つ
き
締
結
さ
れ
た
特
定
権
利
販
売
契
約
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特

定
権
利
販
売
契
約
を
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
百
七
十
五
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令

内
閣
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
同
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
六
項
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
並
び
に
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則

第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

７

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
新
令
別
表
第
四
の
三
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
に
際
し

締
結
さ
れ
た
関
連
商
品
販
売
契
約
（
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
関
連
商
品
販
売
契
約
を
い
う
。）に
つ
い
て

は
、
新
令
別
表
第
五
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
及
び
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
七
十
条
」
を
「
第
七
十
条
第
一
号
」
に
、「
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
」
を

「
、
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
五
十
八
条
の
十
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
改
め
る
。

一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
二
十
五
号

二

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二

十
六
号
）
第
五
条
第
二
十
五
号

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
及
び
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
時
に
お
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
第
十

二
条
第
二
項
（
第
二
十
五
号
（
法
第
五
十
八
条
の
十
第
三
項
及
び
第
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
規
定
に
よ
り
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
対
す
る
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
又

は
同
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
時
に
お
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
（
第
二
十
五
号
（
法
第
五
十
八
条
の
十
第
三
項
及
び
第
五
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
七
条
第
二
号
ル
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
対
す
る
同
法

第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

山
本

早
苗

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一


